
目

次

告

示

○
公
平
委
員
会
の
事
務
の
受
託
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
人
事
委
員
会

事

務

局
）
…
一

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
五
（
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
）
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
職

員

課
）
…
二

○
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
九
（
任
期
付
職
員
の
採
用
等
）
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
給
料
等
の
支
給
）
等
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
（
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
七
（
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
〇
（
福
祉
業
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
三
（
衛
生
検
査
手
当
）
及
び
人
事
委
員
会

規
則
七
―
一
一
七
（
公
害
等
調
査
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（

同

）
…
六

○
人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
六
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

○
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
九
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
七

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号

県
は
、
田
子
高
原
広
域
事
務
組
合
か
ら
、
次
の
規
約
に
よ
り
、
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
を
受

け
た
。令

和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

田
子
高
原
広
域
事
務
組
合
と
青
森
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約

（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
）

第
一
条

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
田
子
高
原
広
域
事
務
組
合
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定

す
る
公
平
委
員
会
の
事
務
を
青
森
県
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
。

（
経
費
）

第
二
条

乙
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
事
務
（
以
下
「
委
託
事
務
」
と
い
う
。
）
を
処

理
す
る
場
合
に
お
い
て
要
す
る
経
費
は
、
乙
が
支
弁
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
費
用
は
、
甲
が
負
担

す
る
。

（
そ
の
他
必
要
な
事
項
）

第
三
条

こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
処
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
甲
と
乙

と
が
協
議
し
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
約
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
報
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号
外
第
三
十
九
号

令
和
二
年三

月
三
十
日

（
月
曜
日
）



人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
五
（
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

熊

地

貴

志

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
五
（
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
五
（
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
条
第
二
項
中
「
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
三
十
三
条
中
「
第
十
七
条
の
二
」
を
「
第
十
七
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
第
九
号
を
第
十
号

と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
法
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に

改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四

十
八
号
）
第
四
条
又
は
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
し
よ
う
と
す
る
職

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
職
へ
の
採
用
」
の
下
に
「
及
び
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
採
用
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
ア
中
「
第
四
号
及
び
第
五
号
の
」
を
「
第

三
十
三
条
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
号
ウ
中
「
第

九
号
」
を
「
第
三
十
三
条
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
第
四

号
」
を
「
第
三
十
三
条
第
四
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
九
（
任
期
付
職
員
の
採
用
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

熊

地

貴

志

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
九
（
任
期
付
職
員
の
採
用
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
九
（
任
期
付
職
員
の
採
用
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
四
条
第
三
項
」
を
「
第
七
条
第
三
項
」
に
、
「
第
六
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改

め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中
「
任
期
を
定
め
た
」
を
「
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
条
例
第
二
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
四
条
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
第
四
条
第
五
項
」
を
「
第
七
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
給
料
等
の
支
給
）
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

熊

地

貴

志

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
給
料
等
の
支
給
）
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
給
料
等
の
支
給
）
等
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
給
料
等
の
支
給
）
の
一
部
改
正
）

第
一
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
〇
（
給
料
等
の
支
給
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
二
第
二
号
及
び
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
に
改
め
る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
二
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四
（
通
勤
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
三
中
「
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
十
四
条
又
は
任
期

付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八
十
八
号
）
第
九
条
第

二
項
」
を
加
え
る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
六
（
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
三
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
六
（
農
林
漁
業
普
及
指
導
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。
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第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」

に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は

第
二
十
八
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
に
改
め
、
「
育
児
短
時
間
勤
務
職

員
等
」
の
下
に
「
及
び
育
児
休
業
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
同
項
に
規
定

す
る
短
時
間
勤
務
職
員
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
」

を
、
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
十
三
条
又
は
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条

例
（
平
成
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八
十
八
号
）
第
十
条
」
を
加
え
る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
三
三
（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
四
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
三
三
（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
」
を
「
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
」
に
、
「
及
び
同
法
」
を
「
、
同
法
」
に
改
め
、
「
し
て
い
る
職

員
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
短
時

間
勤
務
職
員
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
」
を
、
「
含

む
。
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
十
三
条
又
は
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八
十
八
号
）
第
十
条
」
を
加
え
る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
二
（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
五
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
六
二
（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
、
「
第
四
条
第
三

項
」
を
「
第
七
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
七
九
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
給
料
月
額
の
端
数
計
算
）
の

一
部
改
正
）

第
六
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
七
九
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
の
給
料
月
額
の
端
数
計

算
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
中
「
第
四
条
の
二
」
の
下
に
「
又
は
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年

三
月
青
森
県
条
例
第
五
号
。
以
下
「
育
児
休
業
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
若
し
く
は
任
期

付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八
十
八
号
。
以
下
「
任

期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
給
与
条
例
第
四

条
第
三
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
」
を
加
え
、
第
二
号
中
「
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

条
例
（
平
成
四
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
号
。
以
下
「
育
児
休
業
条
例
」
と
い
う
。
）
」
を
「
育

児
休
業
条
例
」
に
、
「
第
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
」
を
「
第
五
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六

項
」
に
、
「
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八
十

八
号
）
第
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
」
を
「
任
期
付
職
員
条
例
第
七
条
第
三
項
若
し
く
は
第

四
項
」
に
改
め
る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九
二
（
退
職
手
当
の
支
給
等
）
の
一
部
改
正
）

第
七
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
九
二
（
退
職
手
当
の
支
給
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
イ
の
表
第
二
号
区
分
の
項
第
三
号
中
「
以
後
適
用
さ
れ
て
い
る
」
を
「
か
ら
令
和
二
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
適
用
さ
れ
て
い
た
」
に
、
「
以
後
の
」
を
「
以
後
令
和
二
年
三
月
以
前

の
」
に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
適
用
さ
れ
て
い
る
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
他

の
条
例
等
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
「
令
和
二
年
四
月
以
後
の
任
期
付
職
員

条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
で
同
表
七
号
給
の

給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

別
表
イ
の
表
第
四
号
区
分
の
項
第
四
号
中
「
以
後
」
の
下
に
「
令
和
二
年
三
月
以
前
」
を
加

え
、
同
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

令
和
二
年
四
月
以
後
の
任
期
付
職
員
条
例
第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い

た
者
で
同
表
六
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

別
表
イ
の
表
第
五
号
区
分
の
項
第
八
号
中
「
以
後
」
の
下
に
「
令
和
二
年
三
月
以
前
」
を
加

え
、
同
項
中
第
九
号
を
第
一
〇
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

令
和
二
年
四
月
以
後
の
任
期
付
職
員
条
例
第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い

た
者
で
同
表
五
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

別
表
イ
の
表
第
六
号
区
分
の
項
第
一
〇
号
中
「
以
後
」
の
下
に
「
令
和
二
年
三
月
以
前
」
を
加

え
、
同
項
中
第
一
一
号
を
第
一
二
号
と
し
、
第
一
〇
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
一

令
和
二
年
四
月
以
後
の
任
期
付
職
員
条
例
第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
同
表
四
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

別
表
イ
の
表
第
七
号
区
分
の
項
第
一
一
号
中
「
以
後
」
の
下
に
「
令
和
二
年
三
月
以
前
」
を
加

え
、
同
項
中
第
一
二
号
を
第
一
三
号
と
し
、
第
一
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
二

令
和
二
年
四
月
以
後
の
任
期
付
職
員
条
例
第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
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い
た
者
で
同
表
三
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

別
表
イ
の
表
第
八
号
区
分
の
項
第
一
二
号
中
「
以
後
」
の
下
に
「
令
和
二
年
三
月
以
前
」
を
加

え
、
同
項
中
第
一
三
号
を
第
一
四
号
と
し
、
第
一
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
三

令
和
二
年
四
月
以
後
の
任
期
付
職
員
条
例
第
七
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て

い
た
者
で
同
表
一
号
給
又
は
二
号
給
の
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
も
の

（
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
改
正
）

第
八
条

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
十
三
条
又
は
任
期
付
職
員
の
採
用

等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八
十
八
号
。
以
下
「
任
期
付
職
員
条

例
」
と
い
う
。
）
第
十
条
」
を
加
え
る
。

第
六
条
の
十
五
第
二
項
第
二
号
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
十
四
条
又
は
任
期

付
職
員
条
例
第
九
条
第
二
項
」
を
加
え
、
「
給
与
条
例
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
二
項
」

に
改
め
る
。

第
八
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
十
三
条
又
は
任
期

付
職
員
条
例
第
十
条
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を

「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は

第
二
十
三
条
又
は
任
期
付
職
員
条
例
第
十
条
」
を
加
え
る
。

第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

等
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
四
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
又
は
育
児
休

業
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
地

方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
八

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
第
二
号

中
「
再
任
用
職
員
」
の
下
に
「
並
び
に
育
児
休
業
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ

た
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に

関
す
る
法
律
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
」
を
加
え
る
。

第
八
条
の
三
、
第
十
条
及
び
第
十
二
条
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
等
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
（
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

熊

地

貴

志

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
（
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
〇
（
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
に
改
め
、

同
号
⑷
中
「
一
日
に
つ
き

二
千
七
百
円
」
を
「
一
日
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
指
導
業
務
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
」
に
改
め
、
同
⑷
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ア

児
童
に
対
す
る
指
導
業
務

千
八
百
円

イ

生
徒
に
対
す
る
指
導
業
務

二
千
七
百
円

第
二
条
第
四
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
七
（
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

熊

地

貴

志

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
七
（
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
七
（
警
察
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
十
五
項
中
「
会
計
課
」
を
「
施
設
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

熊

地

貴

志

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
九
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
の
警
察
職
給
料
表
級
別
基
準
職
務
表
中
「
３

困
難
な
業
務
を
行
う
係
長
の
職
務
」
を

「
３

困
難
な
業
務
を
行
う
係
長
の
職
務

４

専
門
官
の
職
務

」
に
、
「
４

警
察
署
の
困
難
な
業
務
を
行
う
課
長
の
職

務
」
を
「
４

警
察
署
の
困
難
な
業
務
を
行
う
課
長
の
職
務

５

困
難
な
業
務
を
行
う
専
門
官
の
職
務

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

熊

地

貴

志

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
五
一
（
へ
き
地
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
中
学
校
の
表
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
〇
（
福
祉
業
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

熊

地

貴

志

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
〇
（
福
祉
業
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
〇
（
福
祉
業
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
四
号
中
「
又
は
第
二
号
」
を
「
、
第
二
号
又
は
第
五
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

熊

地

貴

志

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
六
七
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
及
び
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
」
を

「
、
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
及
び
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
職
員
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の

任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
任

期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
」
に
改
め
、
「
）
第
十
七
条
（
育
児
休
業
条
例
第
二
十
二
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
十
三
条
又
は
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に

関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八
十
八
号
）
第
十
条
」
を
加
え
る
。
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第

一

中

学

校

千

歳

中

学

校

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
一

〇
五
四

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
笹
崎
一

〇
二
一
の
一

第

一

中

学

校

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
一

〇
五
四



別
表
第
一
知
事
の
事
務
部
局
の
項
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対
策
局
長

医
師
確
保
対
策
監

」
を
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
総
合
対

策
局
長
」
に
、
「
本
庁
理
事

水
産
局
長
」
を
「
本
庁
理
事
」
に
、
「
本
庁
部
次
長
」
を
「
本
庁
部
次
長

水
産
局
長

」
に
、

「
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
長
（
区
分
六
類
の
も
の
を
除
く
。
）

八
戸
工
科
学
院
長

」
を
「
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

長
（
区
分
六
類
の
も
の
を
除
く
。
）
」
に
、
「
本
庁
室
長

国
保
広
域
化
推
進
監
」
を
「
本
庁
室
長
」
に
、
「
東地

青
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
青
森
家
畜
保
健
衛
生
所
長

域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
漁
港
漁
場
整
備
事
務
所
長
（
職
務
の
級
行
政
職
給
料
表
七
級
の
も
の
に

限
る
。
）
」
を
「
東
青
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
青
森
家
畜
保
健
衛
生
所
長
」
に
、
「
十
和
田

田
舎
館

食
肉
衛
生
検
査
所
長

食
肉
衛
生
検
査
所
長
」
を
「
十
和
田
食
肉
衛
生
検
査
所
長
」
に
、
「
障
害
者
職
業
訓
練
校
長
」
を

「
八
戸
工
科
学
院
長
」
に
、「
青
い
森
鉄
道
専
門
監

Ｉ
Ｔ
専
門
監

」
を
「
Ｉ
Ｔ
専
門
監

青
い
森
鉄
道
専
門
監

国
保
広
域
化
推
進
監

危
機
管
理
対
策
監

」
に
、「
東
京
事
務

八
戸
工
科

美
術
館
館

所
次
長

学
院
副
学
院
長

長
特
別
補
佐

」
を
「
東
京
事
務
所
次
長
」
に
、
「
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
家
畜
保
健
衛
生

所
長
（
区
分
六
類
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
「
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
家
畜
保
健
衛
生
所
長

東
青
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
青
森
地
方
水
産

（
区
分
六
類
の
も
の
を
除
く
。
）

業
改
良
普
及
所
長

」
に
、
「
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
漁
港
漁
場
整
備
事
務
所

長
（
区
分
六
類
の
も
の
を
除
く
。
）
」
を
「
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
漁
港
漁
場
整
備
事
務
所

長
」
に
、
「
上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
む
つ
小
川
原
港
管
理
所
長
」
を
「
上
北
地
域
県
民
局
地

田
舎
館
食
肉
衛
生
検

域
整
備
部
む
つ
小
川
原
港
管
理
所
長

査
所
長

」
に
、
「
む
つ
高
等
技
術
専
門
校
長
」
を
「
む
つ
高
等
技
術
専

障
害
者
職
業
訓
練

門
校
長

校
長

」
に
、
「
生
涯
職
業
能
力
開
発
推
進
監
」
を
「
生
涯
職
業
能
力
開
発
推
進
監

八
戸
工
科
学
院
副
学
院
長

」
に
、
「
東
青
三
八

地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
青
森
地
方
水
産
業
改
良
普
及
所
長

地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
八
戸
水
産
事
務
所
長

」
を
「
下
北
地
域
県
民
局
地
域
農

林
水
産
部
む
つ
水
産
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

熊

地

貴

志

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
五
条
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
等
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
第
九
号
及
び
第
十
二
条
第
二
項
第
十
四
号
中
「
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十
条
の
二

又
は
第
二
十
条
の
三
」
に
改
め
、
「
で
勤
務
日
及
び
勤
務
時
間
が
常
勤
の
職
員
と
同
様
で
な
い
者
の

当
該
職
員
」
を
削
る
。

別
表
第
一
任
期
付
職
員
条
例
第
四
条
第
一
項
の
給
料
表
の
項
中
「
第
四
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条

第
一
項
」
に
、
「
第
四
条
第
三
項
」
を
「
第
七
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
第
一
項
中
「
第

四
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
第
六
条
第
二
項
第
九
号

及
び
第
十
二
条
第
二
項
第
十
四
号
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
の
職
員
と
し
て
在
職

し
た
期
間
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
三
（
衛
生
検
査
手
当
）
及
び
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
七
（
公
害
等

調
査
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

熊

地

貴

志

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
三
（
衛
生
検
査
手
当
）
及
び
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
七
（
公

害
等
調
査
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
三
（
衛
生
検
査
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
一
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
三
（
衛
生
検
査
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
及
び
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
又
は
原
子
力
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
研
究
職
給

料
表
の
適
用
を
受
け
る
者
」
を
削
る
。

（
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
七
（
公
害
等
調
査
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
二
条

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
七
（
公
害
等
調
査
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
（
研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
者
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
三
（
衛
生
検
査
手

当
）
及
び
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
七
（
公
害
等
調
査
手
当
）
の
規
定
は
、
令
和
二
年
二
月
十
八

日
か
ら
適
用
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
六
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

熊

地

貴

志

人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
六
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

人
事
委
員
会
規
則
一
二
―
六
（
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
号
中
「
医
師
確
保
対
策
監
、
」
及
び
「
、
水
産
局
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
九
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

熊

地

貴

志

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
九
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
九
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
第
二
条
第
三
号
イ
⑶
」
を
「
第
二
条
第
四
号
イ
⑶
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
号
中
「
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十
条
の
二
又
は
第
二
十
条
の
三
」
に
改
め
、
「
（
勤

務
日
及
び
勤
務
時
間
が
常
勤
の
職
員
と
同
様
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

第
七
条
中
「
第
二
十
三
条
第
二
号
ロ
」
を
「
第
二
十
六
条
第
二
号
ロ
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
九
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
第
四
条
第
三

号
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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